
資料 

１ 混信妨害等の申告件数及び対応状況 
 

（１）混信妨害等の申告件数 

【信越管内】                              (単位：件) 

区   分 20 年度 21 年度 22 年度（前年度比） 

重要無線通信  １４  １３ １２ 

一般無線通信 １３２ ７１ ５６ 

電波環境関係  ６５  ４８ ３８ 

合  計 ２１１ １３２ １０６（▲２０％） 

 
【新潟県】                                (単位：件) 

区   分 20 年度 21 年度 22 年度（前年度比） 

重要無線通信 １２ ９ ９ 

一般無線通信 ５９ ３０ ２２ 

電波環境関係 ２７ ２５ １４  

合  計 ９８ ６４ ４５（▲３０％） 

【長野県】                                (単位：件) 

区   分 20 年度 21 年度 22 年度（前年度比） 

重要無線通信    ２   ４ ３ 

一般無線通信   ７３   ４１ ３４ 

電波環境関係   ３８   ２３ ２４ 

合  計 １１３ ６８ ６１（▲４％） 

 

（２）申告受付件数の内訳 

【信越管内】 

区  分 件数（比率） 申 告 の 内 訳 

重要無線通信 １２(11%） 航空保安 4、海上保安 3、消防 3、水防道路 1、電気通信 1 

一般無線通信 ５６(53%） 
アマチュア無線 46、各種業務用無線 4、簡易無線 2、 

市民ラジオ 2、その他 2 

電波環境関係 ３８(36%） 
テレビ・ラジオ 17、電話・ＦＡＸ 3、人体 2、その他家電 9 

その他 7 

合  計 １０６  
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２０年度 

２１年度 

２２年度 

航空保安 4% 海上保安 3% 

消防 3% 

水防道路 1% 

電気通信 1% 

ｱﾏﾁｭｱ無線 43% 各種業務用無線 4% 簡易無線 2% 

市民ﾗｼﾞｵ 2% 

その他 2% 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ 16% 

電話･FAX 3% 

人体 2% 

その他家電 8% 
その他 6% 

申告の内訳 

重要無線通信 

電波環境関係 

一般無線通信 



【新潟県】 

区  分 件数（比率） 申 告 の 内 訳 

重要無線通信 ９(20%） 航空保安 3、海上保安 3、消防 2、電気通信 1 

一般無線通信 ２２(49%） 
アマチュア無線 18、各種業務用無線 2、市民ラジオ 1、 

その他 1 

電波環境関係 １４(31%） テレビ・ラジオ 4、その他家電 7、人体 2、その他 1 

合  計 ４５  

【長野県】 

区  分 件数（比率） 申 告 の 内 訳 

重要無線通信 ３ (5%） 航空保安 1、消防 1、水防 1 

一般無線通信 ３４(56%） 
アマチュア無線 28、簡易無線 2、各種業務用無線 2、 

市民ラジオ 1、その他 1 

電波環境関係 ２４(39%） 
テレビ・ラジオ 13、電話・ＦＡＸ 3、その他家電 2、 

その他 6 

合  計 ６１  

 

（３）申告の対応状況 

【信越管内】 

対 応 状 況 件数（比率） 

調査・対策（指導・修理等）により解消したもの ５４（51％） 

調査中又は調査前に自然消滅した（一過性）もの ３４（32％） 

申告内容が不正確なもの ８ （8％） 

継続調査中のもの １０ （9％） 

合  計 １０６ 

 
【新潟県】 

対 応 状 況 件数（比率） 

調査・対策（指導・修理等）により解消したもの ２５（55％） 

調査中又は調査前に自然消滅した（一過性）もの １３（29％） 

申告内容が不正確なもの ４ （9％） 

継続調査中のもの ３ （7％） 

合  計 ４５ 

【長野県】 

対 応 状 況 件数（比率） 

調査・対策（指導・修理等）により解消したもの ２９（48％） 

調査中又は調査前に自然消滅した（一過性）もの ２１（34％） 

申告内容が不正確なもの ４ （7％） 

継続調査中のもの ７（11％） 

合  計 ６８ 
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（４）申告の措置事例 

ア ＥＰＩＲＢの発射 

ＥＰＩＲＢとは、非常用位置指示無線標識装置（ＥＰＩＲＢ: Emergency Position Indicating Radio 

Beacon）のことで、船舶が遭難した場合、その遭難地点を探知させるため遭難信号を自動的に発射す

る無線装置です。 

当局では、ＥＰＩＲＢの発射の申告があった場合は、直ちに、電波監視システム（ＤＥＵＲＡＳ）

により方位測定などを行い、電波監視結果を第九管区海上保安本部（新潟市）に提供しています。 

最近、船舶乗組員の誤操作だけでなく、老朽化により廃棄されたＥＰＩＲＢに衝撃・振動を加えた

ことにより、ＥＰＩＲＢから遭難信号が誤って発射される（誤発射）が全国的に発生しており、誤発

射の未然防止を図るため、管内の船舶局免許人、船舶無線工事業者及び造船所関係者等を対象にＥＰ

ＩＲＢの適正な取扱い方法及び廃棄方法等に関する周知啓発にも取り組んでいます。 

 

イ アマチュア無線の違反 

申告や電波監視により確認した運用違反に対しては、電波規正用無線局により注意・警告を行って

おり、平成２２年度は、新潟県内３６局、長野県内３６局の計７２局に対し実施しています。 

 

ウ 放送受信への雑音 

中波ラジオに雑音が入るとの申告に対して現地調査を行った結果、光電話用のルーターからノイズ

が発生していることが確認されました。 

 

 

２ 不法無線局の措置（摘発又は指導）状況 
 

【信越管内】                                    (単位：件) 

区  分 

摘  発 指   導 合  計 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

不法市民ラジオ ５ ２ １ ２１ ９ １０ ２６ １１ １１ 

不法ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線 １７ ４ ４ ７７ ３１ １８ ９４ ３５ ２２ 

不法ｱﾏﾁｭｱ無線 １４ １２ ５ １９ ３２ ２５ ３３ ４４ ３０ 

合  計 ３６ １８ １０ １１７ ７２ ５３ １５３ ９０ ６３ 

 
【新潟県】                                     (単位：件) 

区  分 

摘   発 指   導 合  計 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

不法市民ラジオ １ ０ ０ ４ ２ １ ５ ２ １ 

不法ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線 ５ １ １ ３６ ８ １２ ４１ ９ １３ 

不法ｱﾏﾁｭｱ無線 ０ １ ２ １３ ６ １０ １３ ７ １２ 

合  計 ６ ２ ３ ５３ １６ ２３ ５９  １８ ２６ 
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【長野県】                                     (単位：件) 

区  分 

摘   発 指   導 合  計 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

20 

年度 

21 

年度 

22 

年度 

不法市民ラジオ ４ ２ １ １７ ７ ９ ２１ ９ １０ 

不法ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線 １２ ３ ３ ４１ ２３ ６ ５３ ２６ ９ 

不法ｱﾏﾁｭｱ無線 １４ １１ ３ ６ ２６ １５ ２０ ３７ １８ 

合  計 ３０ １６ ７ ６４ ５６ ３０ ９４ ７２ ３７ 

 

（１） 捜査機関との共同取締りによる摘発、指導 

管内の７警察署の協力を得て、主な幹線道路で延べ９回の共同取締りを実施した結果、６名（１０件）

を電波法違反で摘発し２２名（２２件）に対して行政指導を行いました。 

 取締実施場所  (回数） 
摘発者数 

(件数：無線局数) 
指導者数 

(件数：無線局数) 
計 被摘発者の住所 

長野県飯山市 国道１１７号線（２） ２（５） １（１） ３（６） 長野県、新潟県 

長野県佐久市 国道１４２号線 ０（０） ５（５） ５（５）  

長野県千曲市 国道１８号線 ２（２） ０（０） ２（２） 神奈川県、群馬県 

長野県木曽町 国道１９号線 ０（０） ８（８） ８（８）  

新潟県十日町市 国道１１７号線（２） １（２） ２（２） ３（４） 長野県 

新潟県阿賀町 国道４９号線 ０（０） ５（５） ５（５）  

新潟県胎内市 国道７号線 １（１） １（１） ２（２） 新潟県 

計 ６（１０） ２２（２２） ２８（３２）  

 
（２） 電波監視に基づく指導 

管内の高速道路や国道などの主要な道路や車両の集中する場所等において、車両に設置されたアンテ

ナの形状から不法無線局を搭載していると推測される車両の使用者３１名に対して行政指導を行いまし

た。 

車両使用者 
車両確認場所 

計 
新潟県内 長野県内 

信越管内 
新潟県内 ９ ０ ９ 

長野県内 ０ １０ １０ 

東北管内 ３ １ ４ 

関東管内 ０ ４ ４ 

北陸管内 １ ０ １ 

東海管内 ２ １ ３ 

計 １５ １６ ３１ 

 

３ 電波の安全性に関する説明会の状況 
（１）平成２２年６月２３日（水） 

   塩尻インキュベーションプラザ 

    ・講演 I 「安心して電波を利用するために」 

           信越総合通信局 無線通信部長 苑田洋史 

    ・講演Ⅱ 「電波が健康に与える影響：小動物を用いた実験的研究」 

           名古屋市立大学 大学院 医学研究科 教授 白井 智之 

参加者数：６２名 

（２）平成２２年１２月９日（木） 

   湯沢ニューオータニホテル 

    ・講演 I 「安心して電波を利用するために」 

           信越総合通信局 無線通信部長 苑田洋史 

    ・講演Ⅱ 「電磁波の健康への影響とＷＨＯの動向」 

           明治薬科大学 客員教授（電磁界情報センター所長）大久保 千代次 

参加者数：５６名 


